
労働保険についてのお知らせ

労働保険の年度更新の申告・納付時期が､ 平成21年度から６月１日～７月10日に変

わります｡ 平成20年度までは４月１日～５月20日の期間で定着していましたが､ 2007

年に成立した ｢国民年金事業等の運営改善法｣ により､ ｢社会保険と労働保険との連

携の推進｣ が定められ､ 労働保険の年度更新の期限を算定基礎届の提出期限に合わせ

たことによるものです｡

なお､ 労働保険料などの算定方法は変わりません｡ ４月１日から翌年３月31日まで

に支払う賃金総額に保険料率を乗じて得られた額になります｡

リース部門の新たな展開

建設業界を取り巻く状況はいまだ回復の見通しはつかず､ 我々にとっても厳しい状

況が続いています｡ リース部門の冷え込みも同様で､ わが組合にとって利益率ナンバー

ワンであるリース部門の低迷は大変な痛手です｡

しかし､ ただ黙って日々の営業活動を行っているだけでは､ 何も生まれません｡ 大

切なことは､ わが組合の強みは何か？ 組合が他のリース業者に確実に勝っている商

品はないか？ ──営業だけではなく､ 業務のメンバーも一体となって新たな企画を

考えていかなければいけないということです｡ あたりまえのことだと指摘されるかも

しれませんが､ もう一度初心に帰り､ 有言実行｡ 一つずつ構築していかなければなら

ないと考えています｡

その結果､ 一つの商品にたどりつきました｡ それは ｢ベルトコンベアー｣ です｡ 我々

の今までの取り組みは､ 埋文業界へのリースを優先し､ 一般ユーザーへのリースを渋っ

てきました｡ 現在､ 組合には約200本のベルトコンベアーがあります｡ もちろん､ 京

都ナンバーワンの保有台数であり､ 近畿圏でもトップクラスです｡ 他のリース業者か

らの問合せも多く､ 商品も動力タイプと100Ｖタイプを取り揃えており､ 大半は７ｍ

のタイプですが､ ５ｍのタイプもあります｡

やはりこれからの時代､ ライバル業者に対して ｢これだけは負けない｣ という商品

を持たなければ､ 生き残りをかけた競争には勝てないと考えています｡ 事業部全員で

いろいろな角度から自分たちの営業所の姿を見ること､ その中に潜んでいる大きなチャ

ンスを確実に営業戦略にしていきたいと思います｡ その第一歩として､ 一般ユーザー
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への ｢ベルトコンベアー｣ の営業を進めていきます｡ 次月も､ 新たな商品ならびに営

業展開をお伝えできるよう努力していきます｡ (Ｉ)

｢葵祭｣ 考

葵祭は京都三大祭のひとつで､ わが国の祭のうち最も優雅で古趣に富んだ祭として

知られています｡ 平安朝の優雅な古典行列は平安貴族そのままの姿で列をつくり､ 京

都御所を出発､ 総勢500人以上の風雅な行列が下鴨神社を経て､ 上賀茂神社へ向かい

ます｡ 賀茂御祖神社 (下鴨神社) と賀茂別雷神社の例祭で､ ５月15日に行われ､ 古く

は賀茂祭､ または北の祭りとも言われ､ 平安中期の貴族の間では単に ｢祭り｣ と言え

ば､ 葵祭のことをさすほど有名でした｡

葵祭の特徴は､ 平安時代以来､ 国家的な行事として行われてきたので､ わが国の祭

のなかでも､ 数少ない王朝風俗の伝統が残されているということ｡ 賀茂祭が葵祭と呼

ばれるようになったのは､ 江戸時代の1694年 (元禄７) に祭が再興されてのち､ 当日

の内裏宸殿の御簾をはじめ､ 牛車 (御所車)､ 勅使､ 供奉者の衣冠､ 牛馬にいたるま

で､ すべて二葉葵で飾るようになって､ この名があるとされています｡

祭の起源と沿革は､ 今から約1400年前の欽明天皇の567年､ 国内は風雨がはげしく､

五穀が実らなかったので､ 当時賀茂の大神の崇敬者であった卜部伊吉若日子 (うらべ

のいきわかひこ) に占わせたところ､ 賀茂の神々の祟りであるという｡ 若日子は勅命

をおおせつかって､ ４月の吉日に祭礼を行い､ 馬に鈴をかけ､ 人は猪頭 (いのがしら)

をかぶって駆競 (かけくらべ) をしたところ､ 風雨はおさまり､ 五穀は豊かに実って

国民も安泰になったと伝えられています｡

また､ 819年 (弘仁10) には､ 朝廷の律令制度として最も重要な恒例祭祀 (中祀)

に準じて行うという国家的行事になりました｡ なお､ 応仁の乱 (1467－77) ののち､

1693年 (元禄６) まで約200年の間､ 1871年 (明治４) から1883年 (明治16) まで､

1943年 (昭和18) から1952年 (昭和27) まで､ 中断や行列の中止がありましたが､ 王

朝の伝統は忠実に守られてきました｡

祭儀は､ 宮中の儀､ 路頭の儀､ 社頭の儀の三つからなりますが､ 現在は路頭の儀と

社頭の儀が行われます｡ この祭の見どころは路頭の儀 (行列) で､ 勅使をはじめ検非

違使､ 内蔵使､ 山城使､ 牛車､ 風流傘､ 斎王代など､ 平安貴族そのままの姿で列をつ

くり､ 京都御所を出発します｡ 総勢500余名､ 馬36頭､ 牛４頭､ 牛車２台､ 輿１台の

風雅な王朝行列が､ 遠く東山や北山の峰々を眺望しながら下鴨神社へ､ さらに上賀茂

神社へ向かいます｡ その道のりは約８㎞にもおよびます｡ 社頭の儀は､ 行列が上､ 下

両社に到着した際､ それぞれの社頭で行われる儀式で､ 勅使が御祭文を奏上し御幣物

を奉納します｡ さらに平安調を偲ばせるみやびな雰囲気のなかで､ 神馬の引き回し､

舞人による ｢あずまあそび｣ の舞が奉納されます｡ (池)
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エコハウス化・長寿命化に130億円

2009年度の補正予算の中から､ 住宅関連を抜粋して解説する｡

① 中小企業の資金繰り支援――緊急保証制度 (信用保証協会) の据置期間が従来の

１年以内から２年以内に延長された｡ 普通保険を活用した無担保保証の上限も､

8,000万円までだったが､ 8,000万円以上でも保証協会の判断で対応できるようになっ

た｡ ５月11日からは､ 日本政策金融公庫の ｢雇用促進資金｣ の貸付対象に ｢雇用調

整助成金｣ の届出を行った中小企業が追加され､ 運転資金の貸付金利も0.4％引き

下げられる｡

② 住宅・土地金融の円滑化等――フラット35の拡充､ 融資保険制度の拡充､ 住宅金

融支援機構の ｢まちづくり融資｣ の充実などによって住宅需要の底上げと住宅・不

動産業者の支援を図る｡ 予算規模は7,031億円｡

③ 太陽光発電――補助金が再開された太陽光発電関連に6,081億円が計上された｡

まず､ 住宅・オフィスへの太陽光導入支援に470億円を計上｡ 注目は､ 学校の耐震

改修＋太陽光パネル設置などのエコ改修の整備を３年間で一体的に実施する ｢スクー

ル・ニューディール｣ 構想で､ 2,641億円が計上された｡ 工務店が参加できるやり

がいのある公共事業となる可能性がある｡

太陽光発電については､ 家庭で発電した電力を電力会社が現在の２倍程度で買い

取ることで､ ３～５年後に太陽光発電システムの価格を現在の半額程度に軽減する

ことが経済対策にも盛り込まれた｡ 今後 ｢低炭素革命｣ の中心施策として推進され

ていくことになる｡

④ (略)

⑤ 地域活性化―― ｢住宅・建築物の耐震化の促進｣ ｢住宅等の省エネ化 (エコハウ

ス化) 加速､ 長寿命化の促進｣ ｢高齢者・子育て世帯等に対する住宅セーフティネッ

トの充実等｣ ｢木造住宅の振興､ 住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行｣ などが盛り込

まれた｡ 注目は ｢エコハウス化の加速｣ で､ 長期優良住宅の認定住宅に１棟100万

円を補助する先導的モデル事業の普及版の予算もここに盛り込まれている｡ 経済対

策にも当面３年間で300万戸をエコハウス化する目標が掲げられている｡

(｢新建ハウジング｣ ５月10日号から)

許可業者数50万9,174社／国交省

平成20年度末の建設業許可業者数は50万9,174社で､ 前年度に比べ0.3％増加したこ

とが国土交通省の調べで分かった｡ ただし､ 今回の増加の要因は20年度に更新期を迎

えた業者が少なく､ 結果として建設業許可の失効件数が大幅に減少したことによるも

の｡ 国交省総合政策局建設業課では ｢廃業したにもかかわらず廃業届を出していない

業者が数多く含まれていると考えられる｡ 実質的な許可業者数はもっと少ないのでは｣
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とみている｡

建設業許可業者の総数は平成11年度末のピーク時 (60万980社) と比べると15.3％

減少したことになる｡ 20年度中に新たに建設業許可を取得した事業者の数は､ 前年度

と比べ7.5％減の１万8,902社｡ 一方､ 20年度中に建設業許可が失効した事業者の数は

53.6％減の１万7,256社で､ 内訳は廃業届けを出した事業者が18.2％減の１万258社､

許可更新手続きを行わなかった事業者が71.6％減の6,998社だった｡

(『建設経済新聞』 ５月14日付から)

低入札調査・最低制限価格制度／23年ぶりに通達を見直し

経済対策と地域建設業の振興に向けた取り組みの一環として国土交通省は､ 昭和62

年に当時の建設経済局長名で出した ｢低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活

用について｣ の要請 (通達) を23年ぶりに見直す方針を固めた｡ 低入札価格調査制度

や最低制限価格制度の活用にあたり原価割れ受注の防止などにとどまらず､ 地域の雇

用を維持し地域産業の中核である建設業を健全に育成する視点を加えるよう地方公共

団体に求める内容となる見込みだ｡ 小澤敬市建設流通政策審議官が16日の記者会見で

明らかにした｡

低入札価格制度をめぐっては､ 国交省が４月に予定価格の85％だった調査基準価格

の上限を90％に引き上げるとともに､ 現場管理費の割合を高める方向で算定式を見直

した｡ これに合わせ､ 国の主要な発注機関などで構成する中央公共工事契約制度運用

連絡協議会 (中央公契連) も同月10日付で低入札価格調査基準モデルを改定した｡

(｢建設経済新聞｣ ４月20日付から)

投稿／リスクマネジメントのイロハ～連続講座⑫

リスクマネジメント実践編② 記録の知恵

現場管理者の悩みのひとつに､ 日常の記録が ｢三日坊主｣ に終わったり､ 担当者だ

けが義務的・形式的に行い惰性になってしまうことがある｡ リスクマネジメントの基

本は､ 事実を当事者で共有することから始まるので､ 軽微な事故や事故につながりそ

うな事実 (｢安全手順が省略されてきた｣ など) が､ 容易に共有される仕組みを考え

てみたい｡

ある事務所に初めて伺ったとき､ ｢なにか業務に関する記録をつけていますか？｣

と聞いて ｢うちは小さな会社なので､ 業務記録はありません｣ という答えが返ってき

た｡ しばらくすると､ 外線電話がかかってきた｡ そのとき事務の方がノートに何か書

いている｡ 拝見すると､ 日時・相手先・用件などが記録され､ 処理内容まで書かれて

いた｡ 立派な日常業務記録である｡ このノートをそのまま､ 来訪者記録や業務メモと

して活用すればよい｡ 無理をして ｢業務記録帳票｣ などを作ろうとするから長続きし

ないし､ 担当者の自己満足 (記録のための記録) に終わってしまう｡ 記録をつける目

的は何か？ ｢決まりだから｣ ｢規則だから｣ という前に､ ｢何のために｣ とみんなで見

直してみる価値はある｡

｢事故報告書｣ の制度がある会社でも､ それがリスクマネジメントのために活用さ

れているところは少ない｡ 損害保険のために必要な記録として活用されていても､

｢始末書｣ の域を超えないものが多い｡

【環境マネジメントコンサルタント 杉原卓治】

建設協組��������� ������4

業業界界TTooppiiccss

�������������



雇用調整助成金制度が拡充

労働者の解雇等を行わない事業主に対して助成率を上乗せします｡

◆助成金制度の拡充の概要

景気の変動､ 産業構造の変化その他の経済上の理由により､ 事業活動の縮小を余儀

なくされた場合において､ その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者

の雇用の安定を図るため､ 休業等の実施により雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用

安定助成金を受給する事業者のうち､ 解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せしま

す｡

◆支給手続き等

通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え､ 支

給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です｡

◆助成率上乗せ要件

助成率は､ 以下の要件を満たした場合に上乗せします｡

①判定基礎期間 (賃金締切期間) の末日における事業所労働者数が､ 比較期間 (初回

計画届提出日の属する月の前月から遡った６か月間) の月平均事業所労働者数と比

して４／５以上であること

②判定基礎期間 (賃金締切期間) とその直前６か月の間に事業所労働者の解雇等 (有

期契約労働者の雇い止め､ 派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む)

をしていないこと

◆助成率

雇用調整助成金は通常の助成率 (３分の２) を上乗せ後 (４分の３) に､ 中小企業

緊急雇用安定助成金は通常の助成率 (５分の４) を上乗せ後 (10分の９) にします｡

※詳細については､ 最寄りの労働局またはハローワークへお問合せください｡

経営者･人事労務担当者のためのセミナー＆個別相談会

独立行政法人雇用・能力開発機構大阪センター (梅田事務所) では､ 以下の内容で

セミナーを開催します｡

日程�①６月11日(木)｢労働契約法のポイント｣
②６月18日(木)｢労働契約と就業規則｣

③６月25日(木)｢労働契約法時代の労務管理のポイント｣

いずれも15�00～16�30
会場�大阪センターセミナー室 (大阪市北区梅田1-12-39 新阪急ビル８階)

講師／アドバイザーは､ 特定社会保険労務士の坂本千鶴代氏

【問合せ・申込み】大阪センター Tel.06-6343-8211 Fax.06-6343-8222

｢みやこ＆ようこ気軽にミニライブ｣

家族みんなで､ 子どもさんといっしょに､ あそびに来ませんか？

京都を中心に活動中の ｢みやこ＆ようこ｣ のライブが､ ３回目を迎えます｡ うたの

“みやこさん”は ｢子どもたちに良い文化を伝えたい｣ という思いから､ 子どもの文

化運動にかかわり､ うたとピアノの“ようこさん”は､ 障がい者教育に長年携わって､

自らも歌を作っています｡

そんな２人のコンサートは､ ふれあってあそべるコーナーや､ ゆっくりと耳を傾け

ていただきたい歌のコーナーなど､ ミニライブならではのプログラム｡ 子どもと関わっ
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てきた２人の体験談､ オリジナルソングが生まれたいきさつなども語ります｡

主なレパートリー� ｢へいわのうた｣ ｢崖の上のポニョ｣ ｢はじめの一歩｣ ほか
心が優しくなるコンサートです｡ ぜひご家族や､ お友達やグループでお誘い合せの

上､ お越しください｡

日 時�2009年６月27日(土)午後６時30分開演
※午後５時30分開場です｡ 食事は６時30分まで｡ 休憩タイム中にドリンクを

お楽しみください｡

会 場�｢喫茶ほっとはあと｣ (京都市営地下鉄・東西線 ｢西大路御池｣ 駅③番出口よ
り左へすぐ)

※ ｢喫茶ほっとはあと｣ は､ 障がいのある人の働く就労支援施設です｡

入場料�1,500円 (１ドリンク＋クッキー付き)

【問合せ・申込み】京都音楽センター 〒604-8481京都市中京区西ノ京冷泉町118-3

Tel.075-822-3437 Fax.075-822-3439

Ｑ アパートを１年契約で締結・更新し､ 今年の12月末で丸３年になります｡ 家

主は ｢老朽化しているので建て替える｡ 今年の12月末には期限になるので､ 次回は

更新しないし､ 明け渡すのは当然｣ と言っています｡ 今年の12月末に明け渡さなけ

ればいけませんか｡

Ａ アパート・マンションでも ｢借家｣ であり､ ｢定期借家契約｣ (一定の要件が

必要です) でなければ､ 更新拒絶し､ 明渡しを求めたいと考える家主の側には ｢正

当事由｣ (正当な理由) が必要となります｡ したがって､ ｢約束の期限だから明け渡

すのは当然｣ ということではありません｡

あなたの場合､ 更新を繰り返しているということは､ 定期借家契約ではないと思

われます｡ 従って､ 更新をしてもらえなくても､ 12月過ぎても引き続き家賃を支払っ

て住み続けておりさえすれば､ 契約は自動的に継続され､ 適法に住み続けられます｡

但し､ 老朽化､ 建て替えが ｢正当事由｣ にあたるのかどうかです｡ ｢正当事由｣

とは､ 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情 (いわゆる ｢自己使

用の必要性｣) のほか､ 賃貸借に関する従前の経過､ 建物の利用状況､ 建物の現況

並びに財産上の給付 (いわゆる立ち退き料) をする旨の申し出を考慮して判断する

ことになっています｡ しかし､ ｢正当事由｣ は原則として､ 家主側の自己使用の必

要性と借り主の自己使用の必要性を中心に比較して判断され､ 家主には､ 借り主の

住む必要性をはるかに超える強い理由が要求されますので､ あなたの場合は､ 家主

に ｢正当事由があるか｣ 疑問であり､ 12月末には､ 当然明け渡す必要はないと思わ

れます (ただし､ 事件によっては単純ではないので､ 具体的には弁護士に相談して

みてください)｡ (京都第一法律事務所 弁護士 岩橋多恵)
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法律Ｑ＆Ａ
老朽化したアパートの建て替えと賃貸契約の更新

役役立立つつNNeewwss

株式会社 近藤電業社

http://www.konden.jp/

075 394 5480
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各種技能講習／労基連

●低圧電気取扱 ②③④

日 程�６月18日(木)
会 場�京都市
受講料�一般9,000円､ 会員7,000円､ テキスト630円
●産業用ロボット ①

日 程�[学科] ７月24日(金) [実技] ７月25日(土)
会 場�京都市
受講料�一般30,000円､ 会員27,000円､ テキスト1,890円
【問合せ・申込み】①(社)京都労働基準連合会 Tel.075-321-2731 ②(社)京都南労働

基準協会 Tel.075-611-8286 ③(社)京都上労働基準協会講習事務所 Tel.075-463-2735

④京都下労働基準協会講習事務所 Tel.075-561-5000

※各講習会は､ 連合会のホームページhttp://www.kyoukiren.or.jp/で確認できます｡

作業主任者等各種講習／建災防

●木造建築物の作業主任者

日 程�６月11日(木)・12日(金)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�10,500円
●高所作業車特別教育

日 程�６月15日(月)
会 場�(株)スカイワーク京都伏見営業所
受講料�13,300円
●職長安全衛生責任者教育

日 程�６月24日(水)・25日(木)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�15,000円
●職長のためのリスクアセスメント教育

日 程�６月25日(木)
会 場�京都府中小企業会館
受講料�8,000円
【問合せ・申込み】建設労働災害防止協会京都府支部 Tel.075-231-6587

※ホームぺージから講習予定､ 申込書が取り出せます｡

http://homepage2.nifty.com/KYO-KENSAI/
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講講習習とと試試験験GGuuiiddee

有限
会社 奥田塗装

ベストウォール協会 検索

検索

ユーティークリートセメントボードシステム　㎡／8,000円～
（乾式強化下地処理工法）

ザッツウォールシステム　　　　　　　　  ㎡／5,500円～
（既存サイディング塗り壁リフォーム工法）

ドライウォールシステム　　　　　　　　   ㎡／1,800円～
（石膏ボード耐火強化下地処理工法）

ヴァージンウォールシステム　　　　　　   ㎡／1,800円～
（塗装用壁紙ペイントフィニッシュシステム）

有限会社奥田塗装詳細

スタッコラーストE／ケリーモアペイント代理店　各種塗装工事

0120-95-3937
〒601-8346 京都市南区吉祥院池田南町18-3
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作業主任者講習／京建労

●建築物鉄骨の組立て

日 程�６月25日(木)・26日(金)
会 場�京建労会館
受講料�9,700円 (テキスト代含む)

●足場の組立て

日 程�７月９日(木)・10日(金)
会 場�京建労会館
受講料�9,700円 (テキスト代含む)

●木造建築物の組立て

日 程�７月23日(木)・24日(金)
会 場�京建労会館
受講料�9,700円 (テキスト代含む)

【問合せ・申込み】全京都建築労働組合 Tel.075-661-5321

とび技能検定･実技学科予備講習／京都府鳶工業協同組合

日 程�６月27日(土)・８月22日(土)
会 場�[実技] 元・京都市安寧小学校

[学科] 京都電気会館２階 (京都府電気工事工業協同組合)

【問合せ・申込み】京都府鳶工業協同組合 Tel.075-451-7791 Fax.075-451-7792

◆４月定例理事会は､ ５月１日(金)午後７時から建設会館２階会議室で､ 理事13人の

出席で開催された｡

１. 2008年度決算について

２. 2008年度監査報告について

３. 通常総会の議事日程及び役割分担について

４. 通常総会の本通知について

５. その他 組合員セミナー (手書きパース講習会､ ５月19日) など
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本部
５／１ 定例理事会

５／７～ 決算帳票開示

５／11 ＳＬ (職員全体会議)

５／13 法律相談日

５／29 通常総会

支部
５／４ 久御山 (例)

５／８ 洛西 (総)

５／14 ＪＩＣ (総)

５／18 洛南４支部協議会

５／19 右京 (役)

組組合合DDiiaarryy

組組合合員員名名簿簿変変更更

支部 № 社 名 変更箇所 新

洛西 382 ㈱ツタオカ建装 社名 蔦岡工務店

《退職》 ５月31日付

西本 信之 (第一事業部職員)

《入組》 ５月25日付

金子 央 (第二事業部職員)
人人 事事 往往 来来
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ひひひひひひととととととこここここことととととと

総会の季節｡ いろんな業界の団体が新年度の方針を決める｡ もっとも大事な機関会議だ

から､ 総力がそそがれる｡

機会あっていくつかの総会に参加した｡ おもしろいことに､ その団体の性格や構えが凝

縮してあらわれているのがよくわかる｡ 会長色が強烈にでている総会､ 外部との関係の広

さや太さを誇るかのように来賓を披露する総会､ 政治とのかかわりあいやその変革を強調

する総会､ 講演会で学ぶ場とする総会､ １年間の活動を詳細に報告する総会､ 会員の発言

にたっぷり時間をさく総会…｡

しかし､ どんな内容､ 形式にしろ､ 総会で何を獲得するのか､ この開催目標をはっきり

させる､ そのことが大事ではないだろうか｡ 執行部に課せられている役割だ｡

さて､ わが組合の総会目標は…しっかり定められているだろうか｡ 執行部は共通の認識

をしているだろうか｡ まあ､ 共有化はともかく､ わが組合の今度の開催目標はこうあるべ

きだろう｡

組合は数年前から再生方針をかかげている｡ 過去の負の遺産を解消するための長い道の

り､ その道を歩みつづけなければならない｡ そのためには､ 負の遺産の原因や責任を明確

にするだけでなく､ いまにおいては全組合員の一致団結が求められている｡ だからこそ新

年度方針をしっかり審議して､ ということになるが､ あわせてハートの団結も重要ではな

いだろうか｡

では､ ハートの団結はどうしたらつくられるか｡ それは､ わが組合の場合､ 総会への参

加者が多いか少ないかが決め手ではないだろうか｡

会場が組合員でいっぱいに埋まる､ いつもは参加しない組合員が今度は顔を出す──今

までになく賑やかになってはじめて､ わが組合に団結が生まれる｡

中興の歩みをゆるめたくない｡ そのための合従連衡の動きや乾坤一擲にとっては､ この

団結が不可欠だ｡ (雄)

中興の歩み

川久保専務 kawakubo@zenkyoto.jp
管 理 部 z-kanri@cocoa.ocn.ne.jp
設 計 室 sekkei@zenkyoto.jp
工事課・住宅設計課 z-koji@mocha.ocn.ne.jp
洛西センター z-raksai@alto.ocn.ne.jp
洛南事務所 z-raknan@mocha.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.zenkyoto.jp/
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